
№ 競技名 免除資格名 書類確認上の注意点（有効期限等）

1 スキー 全日本スキー連盟指導員 ・有効期限内であること。（有効期限については都道府県スキー連盟に確認可能）

2 テニス 上級指導員専門科目修了者
・日本テニス協会が発行した文書のみ有効。
・受講開始年度を含め４年間に、共通科目と専門科目のすべてを修了しなくてならない。

3 剣道 全日本剣道連盟社会体育中級・上級指導員
・認定日より4年間有効。しかし、認定日より4年目の証書を提出した者については、全日本剣
道連盟に確認すること。
・社会体育指導員中級取得者については、認定証とともに証（あかし）を提出させてください。

4 山　岳 日本山岳協会専門科目修了者 ・有効期限の設定は特になし。有していることによって免除が適応される。

5 バウンドテニス 日本バウンドテニス協会専門科目修了審査証明書 ・有効期限内であること。
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